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質問
項目 「愛知県中小企業振興基本条例」を具体化する方策について 食料やエネルギーの国内・域内自給率引き上げについて

企業規模間での賃金格差（しわ寄せ、低工賃での取引）是正に向けた政策展開と、
真の公正取引実現に向けた政治的行動について

御党の考える愛知県内中小企業に対する重点政策について
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2012年10月、愛知県中小企業振興基本条例が全会一致で可決され、昨年10年を迎えました。当会では愛知県と
連携し記念の集いを開催するなど、本条例制定以後、その実質化をめざし運動を進めて参りました。
本条例では中小企業を「経営者と従業員の創意工夫によって、新たな事業や商品、サービスを生み出すとともに、
地域における新たな雇用を創出するなど、地域経済の活力の維持向上の源となる存在」と位置付けています。こ
の主旨をより実効性あるものにしていくためには、中小企業個々の経営努力のみならず本条例の理念に基づく具
体策が必要と考えています。御党のお考えをお聞かせください。

2022年は日米の金利差拡大を背景に、為替相場は急激な円安に流れました。欧米各国の中央銀行がインフレ退
治に向けた急激な利上げに動くなか、日本の金融政策が転換しない限り、一層の円安傾向が進むことが予想され
ます。日本の諸産業における輸入浸透率が従来と比べて高まっているなかで、円安の進行により需給両面にわた
る悪影響がさらに深度を増し、日本の経済社会をさらなる苦境へと陥らせかねないと危惧しています。
とりわけ、その多くを輸入に依存している食料やエネルギーといった国民の生命にもかかわる財の安定的供給
は、安全保障上の重要課題の一つです。こうした点に関して当会では、現状の過度な輸入依存体質からの転換を
転換し、各地域ごとでの地消地産（地域の需要を地域内の供給によって満たしていく）考え方に立ち、地域の一次
産業の積極的振興とともに、休眠発電施設の有効活用、中小規模発電設備の整備により石油やガス、大規模発
電依存体質から再生可能エネルギーによる地域エネルギーの自立化を戦略的に進めていく必要があると考えて
います。御党のお考えをお聞かせください。

賃金上昇は、国民生活の向上に寄与し、内需拡大、経済の活性化において歓迎すべきことと理解しています。し
かしながら、急激に進む原材料価格の上昇分を企業とりわけ中小企業は十分に価格転嫁できておらず、利益状
況が著しく圧迫されている状況にあるなか、中小企業が持続的に賃上げを実行していくことは極めて困難です。
雇用者の７割が働く中小企業が持続的に賃金を引き上げていくことができれば、国民の消費購買力は高まり、内
需拡大に大きく寄与するとともに、長期にわたるデフレ経済から脱却していくことも期待できます。しかし現実には、
企業間取引において賃金の上昇分を取引価格に転嫁することは基本的に不可能です。こうした実情を踏まえ、中
小企業における持続可能な賃金引き上げを担保する公正取引実現に向けた御党の政策姿勢をお聞かせくださ
い。

ここまでお聞きしたことにとらわれず、御党のお考えになる愛知県内中小企業に対する重点政策についてお聞か
せください。
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中小企業は、日本経済の根幹です。①短期的な利益よりも雇用や社会貢献を重視する②利益を地域に還元し、
域内循環の中核を担う③高いモノづくり技術をもつ経済・文化資源である④地域に根差して社会的責任を果たす
役割を果たしています。「愛知県中小企業振興基本条例」は、この中小企業の位置づけを明確にした大切な条例
であり、この理念にそった具体的な施策と予算化が必要です。具体的には、①中小企業関係の予算を抜本的に拡
大します。②小規模企業重視の方向に県の経済政策を転換させ、部局横断的な「中小企業政策会議」をつくるな
ど、中小企業の声が県政に反映される仕組みをつくります。③全事業所実態調査を行い、要望に沿う支援制度を
つくります。④域内経済の活性化をはかるように金融機関を指導、援助します。⑤市町村における中小企業振興
を目的とする条例・計画の策定を推進します。⑥県民の中小企業への理解を深める解説資料や授業教材を作成
します。

日本共産党は、2030年度までに、省エネと再エネの抜本的に強化して、ＣＯ２を50％～60％削減する「気候危機を
打開する日本共産党の2030戦略」を提案しています。エネルギー消費を４割減らし、再生可能エネルギーで電力
の50％をまかなえば60％の削減は可能です。2050年までに、残されたガス火力なども再生可能エネルギーに置き
換え、実質ゼロを実現します。即時原発ゼロ、石炭火力からの計画的撤退をすすめ、2030年度に原発と石炭火力
の発電量はゼロとします。再生可能エネルギーの優先利用の原則を確立します。再エネを最大限活用できる電力
網などのインフラを整備し、二酸化炭素排出量が大きい業界、大規模事業所に、二酸化炭素削減目標と計画、実
施状況の公表などを「協定」にして政府と締結することを義務化します。農地でのソーラーシェアリング、小規模バ
イオマスの発電の普及など、脱炭素を結びついた農業・林業の振興を進めます。

日本共産党は、すべての企業で賃上げ（全国一律最低賃金1500円）を実現するために、大企業の内部留保に時
限的に課税し、その税収を中小企業支援に充てるよう提案しています。また、「買いたたき」や「価格決定権」の侵
害など、親企業が下請企業を締め上げるような不公正取引を是正することも必要です。
日本共産党は、①適正な単価を保障するために下請振興法に実効性をもたせ、「振興基準」に照らして取引の実
態を総合的に調査する②下請検査に、抜き打ち検査など主導的に検査に入るシステムをつくる。立入検査等の強
い権限がある専任の下請検査官を大幅増員する③下請代金法の罰金額を引き上げ課徴金を設ける、被害救済
の違反金制度（被害額の３倍等）を創設する、下請代金法違反ではないことを立証する親企業側の責任を強化す
る、発注元企業や元請企業までさかのぼって不公正取引の調査等ができるようにするなど、下請２法を改正・強化
する―を提案しています。

①国の中小企業対策予算を１兆円規模にするなど対策の抜本的強化を国に求めます。②物価高騰対策として、
材料費、燃料費など高騰した資材に対し、助成制度を創設・拡充し、中小企業の営業を守ります。③政府系金融
機関、地域金融機関、地域中小企業とともに「地域経済再生委員会」をつくり、事業者の再生を支援する「地域経
済再生給付金」（仮称）を創設します。④中小企業に対する、いわゆる「ゼロゼロ融資」については、一律の返還を
求めず、営業・財政事情を考慮して、返済の軽減・免除・猶予の制度をつくります。⑤県の公契約において、地元
企業への発注を増やす。⑥次世代成長分野や先端産業等への誘致補助金を抜本的に見直して、県の中小企業・
小規模事業対策予算を倍増します。⑦住宅リフォーム助成制度、商店版リフォーム助成やグループ補助金など中
小企業・小規模事業者向けの補助金制度を実施します。⑧大型開発でなく生活密着型の公共事業を推進します。
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愛知県中小企業振興基本条例制定から10年を越え、これまで条例の実質化に向けた運動を進めてきたご活動
に、改めて敬意を表します。
立憲民主党は、中小企業憲章の理念を守り、実践するとともに、人口減少や高齢化による地方の課題に対して、
解決につながるための新しい技術を導入する自治体や中小企業の取り組みを支援します。グリーン（環境・エネル
ギー）、ライフ（医療・介護、保育）、カルチャー（観光、文化）、農業の6次産業化、「ものづくり」を横断的に担う中小
企業などの地域資源をいかした事業への投資を促進し、地域での多様な事業主体の活躍の場を広げ、経済を活
性化し雇用を創出します。

国民の生命と生活を守る基盤である農林水産業の経営の持続的かつ安定的な発展を図るとともに、農林漁業が
有する多面的機能を十分に発揮させ、その役割を一層強化することを基本に政策を展開します。気候変動・地球
温暖化の影響に対処し、危機管理の徹底、農地・担い手の確保、国内生産の拡大と安定した流通体制の整備、国
内生産の維持・拡大を旨とした貿易ルールの形成を図り、食料自給率を向上させ、「食の安全保障」を確立しま
す。
太陽光発電、風力発電をはじめ、ソーラーシェアリングや小水力発電、バイオマス発電など、地元企業や様々な主
体が参加した地域の合意による環境調和の再生可能エネルギー発電事業を集中的に推進し、地域循環型経済
の促進と自然災害に強い地域づくりにつながる再エネシフトを進めます。

大企業と中小企業等との間の適正かつ公正な取引環境を実現し、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分
の適切な価格転嫁が図られるよう、優越的地位の濫用に対する規制など独占禁止法の運用の徹底や、下請取引
の適正化に向けた監視の強化等を図ります。また、デジタルプラットフォーマーに関わる取引についても、適正な
競争環境の整備に努めます。

中小企業の持つ技術の価値を見出し、将来のものづくりの担い手に技術を伝達するための環境整備に努め、単な
る事業承継にとどまらない、事業の拡大発展のためのアドバイス、人材および事業マッチング支援を実施します。
こうした中小企業へのきめ細かな支援体制を構築するとともに、ものづくり技術・技能の伝承、起業・創業・育成支
援の体制強化、商店街を核とした地方中心市街地の活性化、ODAを活用した海外展開支援などを一元的に推進
します。また、中小企業の工場や仕事の現場において安全対策の充実を促進するため、働く方の安全に資するた
めの設備投資に対して、支援制度を設けます。
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地域に根ざした事業展開を行う中小・小規模企業は、多様化する課題に対応した製品や、きめ細やかなサービス
を創出するとともに、多様な雇用の場を提供するなど、地域社会を支える重要な役割を担っています。「愛知県中
小企業振興基本条例」は、中小・小規模企業の自主的な努力の助長が地域社会の発展及び県民生活の向上の
好循環を生み出すことを目指した条例です。その具体化にあたっては、がんばる中小・小規模企業を応援するた
め、県、市、中小企業、中小企業団体、金融機関や大学などが連携の下、中小企業の経営基盤の強化や経営の
革新または創業を促進し、資金供給の円滑化や人材の育成・確保などについて、多岐にわたる幅広い支援を行っ
てまいります。

農業は安全保障の柱です。食料、エネルギー、医薬品、医療機器、人材、文化等を含む「総合的安全保障」政策を
推進します。政府一体となった戦略を策定し、日本の課題解決に取り組みます。
基本的な生活物資や諸物資の海外依存をできる限り低減し、自立したサプライチェーンによって富の海外流出を
防ぎながら国と地方を守る「給料が上がる経済システム」を構築します。
また資源の少ない日本にとって、エネルギー自給率の向上などエネルギーを安全・安定・安価に確保することは極
めて重要な課題です。エネルギー安定供給の確保をはじめとするエネルギー安全保障を重視し、盤石なエネル
ギー供給体制を実現しつつ、カーボンニュートラル社会をめざします。共生・自律・分散型のエネルギーネットワー
クを構築し、再生可能エネルギーを中心とした分散型エネルギー社会の構築をめざします。とくに洋上風力、地熱
の活用に注力すると共に、ジオエンジニアリングに取り組みます。

価格に対する耐性向上のためには、大企業との取引条件の改善（大企業から要求される不当な取引条件の改
善）が必要です。また、人件費増加を忌避するような取引先大企業等の対応を禁止する行政指導も必要です。当
面は公正取引委員会等がそうした役割を果たすことを求めていきます。さらに、消費者が価格転嫁を受け入れる
ためには、消費者の所得向上が不可欠です。給料が上がる経済システムの構築と実現が大前提です。
また、中小企業の継続と発展を支えるため、人材確保や事業承継を支援するとともに、下請け保護制度を強化し
ます。中小・中堅企業に、新規正規雇用の増加に係る社会保険料事業主負担の半分相当を助成し、正規雇用を
促進します。技術伝承の支援を行いながら、事業承継税制の恒久化及び免除措置の創設を行います。また、民法
の債権法を是正し、事業向け融資に関する第三者保証を禁止します。大企業が資源価格高騰、人件費上昇の負
担を中小企業に強いることがないようにします。

「地方を守る」は「日本を守る」の考えのもと、中小企業の生産性向上のため、研究開発、人材、IT、デザインなどソ
フト面への支援を強化 します。経営努力に傾注し、地域雇用を担っている中小企業を財政面、金融面から支援し
ます。官民金融機関による中小企業・零細事業者への支援機能について、事業の収益性に基づいて融資を行う、
プロジェクト・ファイナンスを含め強化します。中小企業金融の円滑化を図る観点から、融資の際に不動産担保・人
的保証に過度に依存することなく、事業計画を審査するなど、資金調達体制を整備し、中小企業の自立と発展に
一層資する制度となるよう抜本的な改革を行います。雇用を生み出す成長を実現します。グリーン（環境・エネル
ギー分野）、ライフ（医療・介護分野）、農業の 6 次産業化、「ものづくり」を横断的に担う中小企業など、新たな成
長分野において企業支援、М＆Aの活用などを行い産業の育成を進めます。
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中小企業振興基本条例では、中小企業の経営基盤の強化、資金供給の円滑化、人材の育成・確保、商業の集積
の活性化などが、県に求められています。
特に、この３年ほどは、コロナ禍による事業環境の激変に直面しており、丁寧な支援策の具体化が必要です。公明
党では、特に「テレワークやICT 導入支援」「資金ニーズに応じた金融支援」「人材の確保支援」「商店街の一層の
支援」などについて県当局へ提言し、着実に実現につなげてまいりました。
今後も、企業の現場の声をお聞きし、例えば物価高騰の影響緩和など、時々刻々と変化する事業環境に即した支
援策を提言していく所存です。

食料・エネルギーの自給率引上げは、経済安全保障の観点から極めて重要ですが、とりわけエネルギーに関して
は、カーボンニュートラルに向けた国際的な潮流の中、中小企業の皆様にとって避けて通れない課題であると同
時に、大きなビジネスチャンスともなります。
愛知県は、中小企業の皆様に支えられ圧倒的に日本一の産業県でありますが、その分温暖化効果ガスの排出量
も全国トップクラスであります。
そこで公明党では、「ZEH（ゼッチ）」「ZEV（ゼブ）」などエネルギーを消費しない住宅・自動車のほか、太陽光発電
等の再生可能エネルギーの普及を後押しし、それらが中小企業の皆様をはじめとする民間の事業活動にビルドイ
ンされるよう、抜本的に支援すべきと考えております。
実際に県議会でもたびたび取り上げ、新年度からは県による補助制度が拡充されます。今後も、2050 年カーボン
ニュートラルに向けて取組を加速してまいります。

物価高騰も続くなか、真に国民生活を守り内需喚起による経済成⻑につなげるためには、中小企業の賃金引上げ
が必要不可欠であると考えます。他方で、中小企業は物価高騰に応じて賃金を引き上げようにも、取引における
構造的課題のため、現実には価格転換を求めることが厳しい状況にあります。したがって、中小企業の賃金引上
げの最大のカギは、ご指摘の「公正な競争環境」を整備することにあると考えております。その上で、３月15日に開
かれた「政労使会議」の協議内容も踏まえて賃上げへの社会的な機運を高める取り組みを後押しするとともに、例
えば、取引調査員（下請けG  メン）による価格転嫁の実態把握の強化などを進めていくべきものと考えます。
併せて、賃上げに対応した税制優遇措置、生産性を向上させる設備投資支援、従業員のスキルアップ支援の充
実等も進めて、中小企業が賃金を引き上げることができる環境をしっかりと整備してまいります。

県内中小企業を取り巻く喫緊の課題は、食品・エネルギー価格を中心とした物価高騰への対応だと考えていま
す。
公明党では、原油価格の高騰が顕著になりつつあった 2021年から、継続して中小企業の皆様の声をお聞きし、県
当局に届けてまいりました。その結果、県は様々な事業者の方々に対する影響緩和のための支援策を講じてきま

したが、物価高騰の波は収まるどころか、⻑期化の様相を呈しています。
国政では、公明党が主導して、さらなる物価高騰対策が取りまとめられようとしていますが、その主な実行主体は
地方自治体です。今後も、現場のご意見を丁寧にお聞きし、当局に対して、建設的な提言を行ってまいります。

自
由
民
主
党

県内企業の 99％超は中小企業であり、中小企業がふるさと愛知の経済を支えていると言っても過言ではありませ
ん。人材育成や資金融資など幅広い施策を、国とも密接に連携を図りながら、きめ細やかに展開することで、条例
の実効性を高めていくことが重要と考えています。

食料の安定供給の確保は、食料安全保障の観点からも国家の最重要責務であり、食料自給率・食料自給力の向
上に努めることが重要です。燃油・肥料・飼料等の生産資材や原材料等の価格高騰に対する安定供給の確保、
影響緩和対策を着実に実施するとともに、輸入依存度の高い小麦・大豆・飼料作物等の増産支援、米粉や国産小
麦等の国産原料への切り替えや、生産拡大等を支援します。円安傾向の中、再生可能エネルギーの導入拡大等
を通じたエネルギー自給率の向上を図ることも重要です。このため、再生可能エネルギーや蓄電池、コージェネ
レーション等の分散型エネルギーリソースを活用したアグリゲーションビジネスを推進するための市場環境整備や
技術実証支援、蓄電池や水電解装置等の導入支援の取組みを進めるとともに、地産地消による効率的なエネル
ギー利用、レジリエンス強化、地域活性化に向けたマイクログリッドの構築支援等に取り組みます。

中小企業の円滑な賃金引き上げのためには、その生産性を高めるとともに、下請取引の適正化により、中小企業
に適切に付加価値が残り、賃上げできる環境を整備することが重要であると認識しています。このため、下請Ｇメ
ンの倍増や、そのヒアリング結果に基づく、業種別ガイドラインや自主行動計画の改善、公正取引委員会と中小企
業庁が連携した下請代金法の執行強化、パートナーシップ構築宣言の推進等により、下請取引の適正化を進め、
中小企業の賃上げに取り組んでまいります。

地域の経済と雇用を担う中小企業・小規模事業者が、コロナ禍を乗り越えて事業を継続できるよう、資金繰り支援
を継続します。燃料費や原材料費が高騰する中にあっても賃上げを行えるよう、労務費を含めた価格転嫁を推進
します。事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT 導入補助金等を活用した生産性向上事業や、事業承継・引継
ぎ支援、輸出・海外販路拡大支援事業など、中小企業・小規模事業者に向けた攻めの取組みを進めます。

日
本
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地方分権や地域主権の強化、行政改革、規制改革などとともに、地域経済の活性化も重視しており、基本条例の
具体化においては、以下の方策を推進します。
●中小企業の経営力向上支援として、経営の基礎知識や最新の経営手法に関 する情報提供や研修等への支
援、及び、研修等の実施に対し、明確な政策目的と合理的根拠に基づく経費補助。
●中小企業の創業・事業承継支援として、既存の中小企業創業支援ファンド等の利用促進や拡充、新規ファンド
の立ち上げなどに対する支援。
●新たなビジネスチャンス創出支援として、中小企業が新規事業を展開するための規制緩和の積極的推進、及
び、新規事業を立ち上げる場合の所得税・法人税の控除の拡充。
●イノベーション促進支援として、中小企業の研究開発や新たな技術の導入に対する支援施策の充実、及び、中
小企業版「新産業育成・イノベーション推進」条例（仮称）の制定。

食糧安全保障上の重要な指標である「食料自給率指標（米・小麦中心の作付け）」に基づき、食料自給率の向上
を図るほか、食料自給率の高いコメの消費拡大を推進するとともに、自給率の低い穀物や飼料などの国内生産を
拡大していくことが必要である。
エネルギーについては、高騰するエネルギー価格への対応の観点からも、安全性が確認された原子力発電につ
いては可能な限り速やかに再稼働させ、長期的にはエネルギー安全保障確保や2050年カーボンニュートラル目
標の実現とのバランスの中で、既設原発で老朽化したものは市場原理の下でフェードアウトさせ、次世代原発に切
り替えていくべきであると考える。再生可能エネルギーの導入・拡大については、乱開発による被害を発生させな
いための立地規制の強化を行う一方、障害となる規制の見直しを果断に行うとともに、地域社会が潤う仕組みを
構築することによって、地方経済の活性化を図っていくことが重要である。

「下請けいじめ」などを防止するため、独占禁止法の優越的地位の濫用禁止規定や、下請け代金支払遅延等防止
法を厳格に運用し、中小零細企業が親会社を含めた大企業との取引で契約通りの支払い等を受け入れられる環
境を整備する必要がある。価格転嫁を適正に実現するためにも、また経済成長の車輪としても、雇用者の最低賃
金を引き上げることは不可欠であり、中小企業で働く人たちが適正な収入を得られる社会を実現したい。
一方で、わが党はセーフティーネット構築に向けて、最低所得保障制度（給付付き税額控除またはベーシックイン
カム）の導入を提言しており、そうした制度の下で労働市場を改革し、成長産業への労働移動を促すことで、新し
い仕事や事業にチャレンジしやすい社会の構築、賃金・所得の向上、中小企業の更なる発展を目指している。

以下の支援策や振興策により、愛知県内の中小企業の成長と発展につながる政策を重点的に推進します。
●資金調達手続きの簡素化とともに、保証協会の体制強化や保証料軽減など、企業が民間融資を受けやすい環
境を整備することで、資金不足に苦しむ中小企業を支援する。
●情報技術やデジタル化に関する支援や、人材育成についても積極的な取組みを行い、中小企業のビジネス力
向上を図る。
●地域経済の発展・活性化、及び、地域の優位性を生かした産業振興を推進する。愛知県は、自動車産業や航
空宇宙産業などが集積する地域でもあり、この地域特性を活かした製品・サービスの開発や、産業連携・産学連
携による生産性向上を促進する。
●観光・文化分野では、地域の文化資源を活かした観光プランの開発に対する支援や、地域イベントの支援、地
域の伝統工芸品の振興などを行い、地域の魅力を高め、中小企業の活躍の場を拡充する。
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地域経済界の一部であった生活必需品を販売していた街の商店街がシャッター街になって久しい。大手のショッピ
ングセンターとコンビニエンスストアに変わられました。高齢者の買い物と社交の場の商店街は街の財産ではない
のでしょうか。街の顔であるかも知れません。利益を大手資本が吸い上げ、街の顔を壊しているようです。コンビニ
の運営システムや大手ショッピングセンターの経営方式については、皆さんが知るところだと思います。
地域の経営者と地域の資本を結びつけ、地元のまちづくりを根本的の建て直さなければ、この地域衰退は更に進
むでしょう。自分の店が、自分の企業が発展する、それは基本的にいいことですが、同業者とともに、異業種も交
流して、自分の利益とともに、この街の利益・将来のために、根本的に組織化して、皆さんで新たなまちづくりを始
めることこそ、経済の衰退、日本の衰退から復興する道だと思います。中小企業の皆さんの街づくりへの底力、連
帯の力が発揮されんことを。

エネルギーについては石油やガスについては自給できず、この輸入については安定確保のためには当該国との
関係を常に良好にしていくことしかありません。発電施設について、政府は原発の再稼働、稼働延長して電源の確
保を図ろうとしています。福島原発の後始末もできないまま再稼働は選択すべきものではありません。台湾では６
基の原発の内、４基は廃炉、残る２基については2025年までに廃炉にするという。ドイツは福島原発の爆発事故を
受けて、将来的には廃炉としてきました。最後の３基がこの４月半ばに停止するという。
食料の自給は独立国としては自給率100％以上が望ましいが、日本はカロリーベースで、現状は38％です。昨今
の乳牛削減については、外国からの13万トン余の乳製品を輸入しており、国内酪農家が、削減を与儀なくされてい
る。国内の酪農を優先し、乳製品の輸入こそ制限すべきです。
食料とエネルギーについて、自給率100％以上目標とし、足りなければ輸入するを原則にする。食料の安全保障
の観点です。日本の輸出産業の利益拡大のために、輸入枠を拡大し、そのために他の製品はいざしらず、食料の
生産が抑制されてはならない。食料の安全保障の観点からも、日本政府の外交指針であるべきです。日本の農業
は小規模経営が主だが、水と気候に恵まれたこの日本で、自然災害を防ぎつつ、山村で、平地で、いのちをつなぐ
食料を生産してきました。その農産物の地産地消・経営の安定こそ望まれる。

最低賃金、今や韓国の最低賃金に追い越されたという。この20年、日本の賃金水準は下がっており、特に、昨年４
月からの物価上昇によって、非正規雇用労働者の生活は耐え難いものとなっているでしょう。非正規雇用労働者、
パート・アルバイト・派遣・契約社員の皆さんの賃金の基準は最低賃金です。この愛知県で自給986円です。あのド
イツ、フランス、イギリスの最低賃金は時給1500円以上です。日本の大企業の内部留保が500兆円、これは中小
企業の利益を抑え、非正規雇用労働者の低賃金の結果です。20年余の利益の還流のない経済構造は、結果とし
て、日本経済全体の低迷をもたらしました。非正規雇用労働者の低賃金は、結婚もままならないレベルで、子ども
の出生数は、2022年は80万人を下回りました。目先の利益は人員削減、外注化求め、その結果、企業の技術継
承もままならず、過日のＨ３ロケットの打ち上げ失敗はそれを象徴するものでしょう。
賃金を上げること、最低賃金を時給1500円にし、非正規雇用労働者にまっとうな生活基盤を確保することこそ、人
の能力が生かされ、日本の復興が見通せるものになるでしょう。そのためには諸外国でも実施している、最低賃金
を上げるための、政府による中小企業、零細企業への財政支援と最賃実施のために優遇税制でしょう。もはや、
外国に経済支援、軍事支援している現状ではありません。

愛知県の中小企業の重点政策、これを皆さんが政党に聞くという姿勢は、開かれた企業集団であるという一面、こ
の愛知には、名古屋、尾張、三河があり、知多半島や渥美半島がある。中小企業集団が、それぞれの企業自身の
継続とともに、地域の衰退を食い止め・復興させるというビジョンを打ち立て、実施しないのだろうか、とも思いま
す。
一企業だけではなく、地域の復興事業だからと、愛知県に財政支援を要請することもできます。そこに暮らし、企業
活動を日々されている皆さんこそが、何よりもこの地では“これこそが必要だ”と感じられることがあると思います。
それぞれの地域で、まずは一事業を設定してそれに、地域全体で取り組むことが大切ではないかと思います。

参
政
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貴会が述べられている通り、中小企業は日本経済の柱であり、日本のものづくりの発展、地域活性化の重要な役
割を担う存在と位置付けております。その中小企業がのびのびと事業活動ができ、発展していけるよう、中小企業
の意見を聞き、現場の生の声を大事にした法律の整備、政策の実施など、決して一部の企業に有利な政策が実
行されることのないようにします。
地域の活性化という面からは、年々、地域の結びつきが弱まっている現状があります。そういった中で、行政に頼
りすぎず、地域の課題は地域で解決できるよう、参政党では地方議員が核となり、地域で勉強会などを開催し、地
域住民が話し合える場（プラットフォーム）を構築していきます。その話し合いの場に、中小企業にも入っていただ
き、住民と地域の課題を話し合っていく中で、中小企業の知見を活かすことで、地域経済の活性化にも寄与してい
くのではないかと考えます。

食料及びエネルギーの安定的供給は、安全保障上極めて重要であると考えています。
食料に関しては、食料自給率100％以上を目指します。そのためには、年々減少している農業や漁業などの第１次
産業従事者を、支援する取り組みが必要になります。例えば、問題になっている耕作放棄地を行政が借り上げ、
新規就農を目指す若者などに貸与し、農薬や化学肥料を使わない農法で耕作してもらい、できた農作物は一部行
政が買い上げ、その地域の学校給食に提供するなど、地産地消を図ります。また、不作の時は行政が一定の補
償をするなど、農家が安心して作物を育てられるようにし、農業をその地域で循環させる取り組みを行います。
エネルギーに関しては、石油やガスなど安定的なベースロード電源を基幹エネルギーとして据えた上で、地域特性
に応じた地産地消の分散型エネルギー供給システムを各地域で展開し、地域の地力を強化することで、エネル
ギー自給率を高めます。

コストプッシュ型インフレにさらされ中小企業は原材料価格の高騰と価格転嫁に反映されずに 板挟みの状況で利
益が圧迫されていると認識しております。地政学リスクは不安定化しており、今後、原材料や経費は大きな上昇下
降を繰り返し先読みできない状況で半期毎の価格交渉は必須と捉えます。弱い立場である中小企業が価格交渉
を実施しやすいように各産業別の平均値を算出した原価計算と原価変動率を表し個別企業の内情を読まれず に
交渉が出来る雛形を政治が示すことが重要と考えます。 原価計算には電機連合春闘回答などの賃金引上げ平
均値も加えることにより企業規模間での賃 金格差の是正も図れると考えます。
また、我が党としては、中小企業の負担軽減のためにも、今こそ増税ではなく国単位での減税を実施することが重
要と考えます。

中小企業は、規模は小さくても大企業にはない良い技術を持った企業が数多く存在しています。長引くデフレによ
り経済が良くならないことから、良い技術を持った企業の事業継承が難しくなっており、外国資本に買収されている
とも聞きます。日本の財産である中小企業を守るため、事業継承支援、外資の参入規制などに取り組みます。
企業の負担を軽減するためにも増税ではなく国単位での減税が必要です。減税により企業そして個人の使えるお
金を増やします。また、企業にとって負担が増えるだけのインボイス制度の見直しも図ります。
参政党は、世界が推し進めている脱炭素政策には懐疑的な立場です。日本そして愛知県の主要産業である自動
車産業を守るためにも、今世界が進めている電気自動車一辺倒の政策とは一線を引き、電気自動車に参入しつ
つも、日本の技術を生かしたハイブリッド車、そして水素といった次世代の自動車開発に力を注いでいきたいと
思っています。

愛知中小企業家同友会
各党の中小企業政策に関する質問への回答　（到着順）

愛知同友会の髙瀬喜照会長名で各政党（政党要件を満たし、かつ愛知県議会議員選挙に候補者を擁立する政党のうち、愛知県内に県連等の本部機能を有する政党）に対して公開質問状を提出し、以下の回答をいただきました。
１．明らかな誤植については、修正の上掲載しています。　　　２．質問については各400字以内でお願いしました。到着順に上段より掲載しています。

2023年４月
統一地方選挙に向けて
（愛知県議会議員選挙）


